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第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第２回点検結果(案)の概要 

 

 循環型社会形成推進基本法では、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るため、循環型社会形成推進基本計画（以下「循環基本計画」という）を策定することを規定し

ています。この規定に基づき、平成１５年に「第一次循環基本計画」、平成２０年に「第二次循

環基本計画」が閣議決定されました。 

 第二次循環基本計画では、着実な実行を確保するため、毎年、施策の進捗状況などについて、

中央環境審議会において集中的な審議を行い、その後の政策の方向につき政府に報告（閣議報告）

することとされています。 

 今年度は、第二次循環基本計画の第２回目の点検ですが、重点的点検事項として、①３つの社

会（循環型社会、低炭素社会、自然共生社会）の統合的取組の状況、②地域循環圏の形成を踏ま

えた循環型社会づくり等に向けた地方公共団体・NGO/NPO による取組、③物質フロー指標や

取組指標の定量的な把握・評価の３点を設定し、施策の進捗状況などとともに、点検を行いまし

た。点検結果のポイントは以下のとおりです。 

 

１．指標に関する目標に向けた進捗状況 

 

（１） 物質フロー指標 

 資源生産性（※１）は、平成 19 年度で約 36.1 万円

／トン（平成 12 年度約 26.3 万円／トン）であり、平

成 12 年度と比べ約 37％上昇しました。 

循環利用率（※２）は、平成 19 年度で約 13.5％（平

成 12 年度約 10.0％）であり、平成 12 年度と比べ約

3.5％上昇しました。 

最終処分量（※３）は、平成 19 年度で約 27 百万ト

ン（平成 12 年度約 57 百万トン）であり、平成 12 年

度と比べ約 53％減少しました。 

 

※１ 資源生産性＝ＧＤＰ／天然資源等投入量。産業や

人々の生活がいかにものを有効に利用しているかを

総合的に表す指標。 

※２ 循環利用率＝循環利用量／（循環利用量＋天然資

源等投入量）。経済社会に投入されるものの全体量

のうち循環利用量の占める割合を表す指標。 

※３ 最終処分量＝廃棄物最終処分量 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

昭和60 平成2 7 12 17 22 27

年度

資
源
生
産
性
 
（
万
円
/
t
）

【目標値】
42万円/トン

0

2

4

6

8

10

12

14

16

昭和60 平成2 7 12 17 22 27

年度

循
環

利
用

率
 
（

％
）

【目標値】
14～15%

0

20

40

60

80

100

120

昭和60 平成2 7 12 17 22 27

年度

最
終
処
分
量
 
（
1
0
0
万
t
）

【目標値】
23百万トン

資源生産性 

循環利用率 

最終処分量 

図 物質フロー指標のうち目標を設定

する指標の推移 

 

参考資料１ 
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輸出（178）

最終処分
（27）

輸入製品（57）

食料消費（91）

（単位：百万トン）

蓄積純増（705）

自然還元（82）

減量化（238）

施肥（18）

エネルギー消費及び
工業プロセス排出（510）

（注）含水等 ： 廃棄物等の含水等（汚泥、家畜ふん尿、し尿、廃酸、廃アルカリ）及び経済活動に伴う土砂等の随伴投入（鉱業、建設業、上水道業の汚泥及び鉱業の鉱さい）

国内資源
（733）

輸入
（826）輸入資源

（768）

天然資源等
投入量
（1,559）

総物質
投入量
（1,802）

含水等（注）

（290）

廃棄物等
の発生
（590）

循環利用量（243）

 

 

図 平成１９年度の我が国における物質フローの模式図 

 

 

輸出（120）

最終処分
（57）

輸入製品（48）

食料消費（97）

（単位：百万トン）

蓄積純増（1,110）

自然還元（84）

減量化（241）

施肥（16）

エネルギー消費及び
工業プロセス排出（500）

（注）含水等 ： 廃棄物等の含水等（汚泥、家畜ふん尿、し尿、廃酸、廃アルカリ）及び経済活動に伴う土砂等の随伴投入（鉱業、建設業、上水道業の汚泥及び鉱業の鉱さい）

廃棄物等
の発生
（595）

国内資源
（1,125）

輸入
（800）

総物質
投入量
（2,138）

輸入資源
（752）

含水等（注）

（299）

天然資源等
投入量
（1,925）

循環利用量（213）

 

 

図 平成１２年度の我が国における物質フローの模式図 
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（２） 取組指標 

①  廃棄物等の減量化 

これまでの対策により、削減率は年々上昇しています。引き続き目標達成に向けて取組の充

実・強化が必要です。 

 

H27年度目標 H12年度 H18年度 H19年度

１人１日当たりのごみ排出量（g／人日） － 1,185 1,115 1,089

H12年度比 ▲10% － ▲5.9% ▲8.1%

１人１日当たりに家庭から排出するごみ
の量（g／人日）

－ 654 601 586

H12年度比 ▲20% － ▲8.1% ▲10.4%

事業系ごみの「総量」（万トン） － 1,799 1,580 1,509

H12年度比 ▲20% － ▲12.2% ▲16.1%

産業廃棄物の最終処分量（万トン） － 4,500 2,180 2,057

H2年度比 ▲80% ▲49.4% ▲75.5% ▲76.9%

H12年度比 ▲60% － ▲51.6% ▲54.3%  

表 廃棄物等の減量化の推移 

 

②  循環型社会形成に向けた意識・行動の変化 

平成２１年度に行ったアンケート調査によると、循環型社会形成に向けた国民の意識につい

ては比較的高い回答率となっている一方で、具体的行動については取組が浸透してきている傾

向はあるものの低い回答率のものもあるという結果となっています。 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H19年度 H20年度 H21年度 H21世論調査

(参考)

ごみ問題に（非常に・ある程度）関心がある

ごみを少なくする配慮やリサイクルを（いつ

も・多少）心がけている

環境にやさしい製品の購入を（いつも・でき

るだけ・たまに）心がけている

マイバッグを持参しレジ袋を断るようにした

り、過剰な包装を断ったりしている

簡易包装に取り組んだり、使い捨て食器を

使用していない店を選ぶ

中古品を扱う店やバザーやフリーマーケッ

トで売買するようにしている

びん牛乳など再使用可能な容器を使った

製品を買っている

トレイや牛乳パックなどの店頭回収に協力

している

携帯電話の店頭回収に協力している

再生原料で作られたリサイクル製品を積極

的に購入している

意

識

具

体

的

行

動

※平成21年度については、内閣府の「環境問題に関する世論調査」（平成21年6月）において循環型社会に関する調査を実施したため、

本年度調査では、設問及び選択肢を世論調査に合わせる形で調査しました。同世論調査の結果も、参考まで、掲載いたします。

（参考）

 

 

図 循環型社会形成に向けた意識・行動の変化 
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２．全体的評価と課題 

政府全体として、以下について重点を置きつつ、循環型社会の構築に向けた取組を推進すること

が必要です。 

・ 循環資源を含めた資源価格の変動、産業構造の変化やインフラ整備の進展など、これまでの循

環型社会づくりの前提となってきたシステムに大きな変化が生じている可能性や２０２０年（平

成３２年）までに１９９０年（平成２年）比で温室効果ガスを２５％削減するという目標などを

踏まえ、長期的な視野に立って新しい循環型社会の姿についての検討を進めること。 

 

・ ２０２０年（平成３２年）までに温室効果ガスを２５％削減するという目標や平成２２年１０

月に開催される「生物多様性条約第 10 回締約国会議」（COP10）を踏まえ、低炭素社会、自然

共生社会の取組と連携して取組を進めること。まずは、相乗効果を考慮しつつ、３R の取組を引

き続き進めること。また、再使用または再生利用できない場合にあっては廃棄物発電を含む熱回

収の取組を進めること。加えて、エネルギー消費の少ない３Ｒ・廃棄物処理システムの確立に向

けて技術開発等を推進すること。バイオマスの利活用については、低炭素社会、自然共生社会に

対しても有効な取組であることから引き続きその利活用を徹底するとともに、自然共生社会の取

組については、バイオマス以外の分野にも取組を進めていくこと。 

 

・ 地域循環圏の形成の推進に当たっては、地域循環圏のための地域計画の策定を引き続き進めつ

つ各地域で様々な主体により行われている地域循環圏づくりのための様々な取組状況について調

査を行うとともに、地域住民、ＮＧＯ／ＮＰＯ、事業者、地方公共団体等が連携して地域循環圏

を構築し、地域活性化に発展するように支援を行うこと。 

 

・ 環境と経済の好循環を生み出していくため、廃棄物を資源として徹底的に活用し、また、循環

型ライフスタイルの定着を図る循環型社会ビジネスの一層の活性化や廃棄物の発生抑制等に取り

組み、循環型社会ビジネスの振興を通じた３R 等循環型社会づくりの戦略的高度化を図ること。

また、その前提となる廃棄物の適正処理を進めること。 

 

・ 地球環境保全及び循環型社会ビジネスの振興の観点から、途上国では適正処理が困難であるが、

我が国では処理可能な自社等の国外廃棄物の受け入れとその適正処理を推進すること。 

 

・ 研究分野の成果も活用しながら、引き続き指標相互間の関連を把握しつつ、さらに指標の分析

を深めていくこと。また、廃棄物統計等の早期化・速報化や精度向上を進めること。さらに、現

在把握可能なデータのみでは、指標の変化についての詳細な分析、要因確定が難しいものもある

ことから、廃棄物処理の実態に関する情報の把握を含め、物質フロー指標及び更なる実態把握の

ための取組指標に関係する詳細な情報の把握手法について検討していくこと。 

 

・ アジアにおいて、アジア３Ｒ推進フォーラムを通じて、経済や社会の状況を踏まえつつ３Ｒの

浸透を進めること。また、アジアのみならず世界的な３Ｒの推進に一層取り組むこと。 


